
 

 

プレスリリース                                  福 島 市 
 

令和７年２月１０日 

 

福島市保健所 初！ 

～新興感染症対応実践型訓練を実施します～ 
 

令和６年３月策定の「福島市感染症予防計画」および「福島市保健所健康危機対処計画（感

染症編）」では、新興感染症発生時に即応できることを目的に、年１回以上の訓練・研修などを

実施することと定めています。 

関係機関との連携強化および人材の養成を図るため、新型インフルエンザ疑いの患者が本

市に発生したことを想定した実践的な訓練を実施いたします。 

記 

１ 日   時   令和７年２月１４日(金) 午後２時～午後４時４５分 

 

２ 場   所   保健福祉センター ５階 大会議室 

 

３ 参 加 者   （１）流行初期に病床確保している市内の第一種協定指定医療機関 

             （福島県との協定に基づき入院受け入れ対応を行う医療機関） 

 (2)福島県感染症対策課 

(3)県北保健福祉事務所 

(4)福島県衛生研究所 

(5)福島市消防本部 

(6)福島市危機管理室 

（7）福島市保健所職員 

 

４ 内   容    （1）講演 「新型コロナウイルス感染症の思索」 

              講師：東北大学大学院 客員教授 金光敬二氏 

           （２）実動訓練 

患者発生の探知から適切な医療の提供までの流れをロールプレイ 

           (３)情報共有・意見交換 

           各医療機関での発生初期における院内情報共有、体制整備等について 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

☐事前告知のお願い ☑当日の取材のお願い 
☐その他 

○「福島市感染症予防計画」とは 

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」第１０条に基づき、福島市の感染症対

策を総合的かつ計画的に推進するため令和６年３月に新たに策定。 

※福島市ホームページ「福島市感染症予防計画」 

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hokenyobo-kt/keikaku.html 

○「福島市保健所健康危機対処計画（感染症編）」とは  

「福島市感染症予防計画」の実効性を担保し、感染症危機発生時の速やかな有事体制への移行や業

務の効率化等、保健所の健康危機管理対応についてまとめたもの。 

担当：保健総務課 保健企画係 

    副所長兼課長 澁谷  主幹兼係長 星 

    電話024-597-8614 （直通） 

担当：感染症・疾病対策課 感染症対策係 

    課長 千葉  係長 儀藤 

    電話024-572-3152 （直通） 

https://www.city.fukushima.fukushima.jp/hokenyobo-kt/keikaku.html

